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呉市域バス路線の運行形態及び再編等に係る基本方針について 
 

１ 基本方針 
 

  市民の移動手段を確保し，利便性を維持することを前提に生活交通を含む呉市域バス路線の運行形態及び再編等に係る基本方針を定めるとともに， 

市民協働の観点から，市民，バス事業者及び行政の役割分担を明確化し，呉市域バス路線の効率的・効果的な運行の実現を目指します。 

 
 

 

 

基本方針 内容（具体的な施策） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

２ 路線再編計画等 
 

平成２５年度及び平成２６年度においては，次のとおり，準備・検討を進めます。 
 

 
 

現状（課題） 方  針 主 な 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成２７年度以降の路線再編計画等については，各路線の運行形態の見直し及び需要に見合った運行ダイヤの設定等，効率的・効果的な路線運営の 

実現に向け，引き続き，広島電鉄と協議・検討していきます。 

 

 

ア 生活交通移管後のパスピー及びいきいきパスの 

活用（既存生活交通への導入を検討） 

イ パスピー定期券の導入による正確な利用実態の

把握及び利便性の向上 

ウ １枚のパスピー定期券で広電バス及び生活交通 

に乗降可能な共通定期券導入の検討 

 

 

 
 

(2) 利便性の維持・向上 

利 用 の 促 進 

 

 

ア 持続可能な路線としての維持基準の設定 

イ 地域特性や需要(移動ニーズ)に見合った効率的

な運行形態（生活交通）への見直し及び効率的

な運行ダイヤの設定等 

  → 収支改善による財政負担の軽減  

 

 
 

 

(1) 持続可能なバス交通の実現 

 

効率的な運行形態及び路線の維持 

 

 

 

ア バス交通の幹線路線及びフィーダー(支線)路線

の役割を明確化するとともに，生活交通と  

広電バス等との乗り継ぎ利便性の向上に向けた

施策の検討・実施 

イ バス，ＪＲ，タクシー等各公共交通機関の相互

連携を図るための協議機関設置の検討 

 

 

 

(3) 効率的・効果的な 

ネットワークの実現 

 
路 線 の 再 編 

ア 路線の再編・見直し（旧市内循環線の再編）     ※別紙１ 

  （平成２６年４月１日実施予定） 

イ 路線(系統)の退出に伴う生活交通への移管      ※別紙２ 

  （平成２６年１０月１日実施予定） 

ウ 路線(系統)の一部退出に伴う生活交通への移管    ※別紙２ 

  （平成２６年度中に実施予定） 

 

ア 初乗り運賃の見直し（１５０円 → １６０円）   

 

イ パスピー定期券（ＩＣカード）の導入 

    

ウ 定期券割引率の変更 
 
 
 

区 分 

割 引 率 

現 行 平成２６年４月以降 

通勤定期 運賃割引 ３割引 現行どおり 

通学定期 

運賃割引 

大学生 ４割引 

４割引 高校生 ５割引 

中学生 ６割引 

小学生 ７割引 現行どおり 

   

 

 

 

 

 

 路線再編・運行形態等の見直し 

 

 

 

～路線の再編又は生活交通への移管～ 

 

 

(1)平成２４年度収支状況に基づく路線

分析の結果，低い評価となった路線

は，利用者数が尐ない路線が多く，

費用に見合う収益が確保できていな

い。 

 

 

 運賃制度等の改正 

（平成２６年４月１日実施予定） 

 

 

 
 

～運賃の平準化等～ 

 

 

ア 全路線の始発便及び終発便の運行ダイヤの見直し   ※別紙２  

 

イ 土日祝日におけるニーズに見合った運行ダイヤの設定  ※別紙２ 

    

ウ 利用実態等に応じた路線(系統)の新設,増便･減便又は廃止※別紙２ 

   

  

運行ダイヤ等の改正 

（平成２６年４月１日実施予定） 
 

 

 

 

～ニーズに見合った効率的な 

運行ダイヤの設定等～ 

 

 

 

 

 

(2)利用者の尐ない時間帯(早朝・深夜) 

及び多い時間帯(通勤・通学時間帯)

並びに休日における輸送力の供給が

実態に見合っていない。 

 
 

 

 

 

 
 

(3)紙式定期券では,乗降バス停等,利用 

者の利用実態等の把握が困難である。 

また,広島電鉄は,路線移譲後３年目

以降運賃制度の全社的な統一を図る

こととしている。 

 

【路線再編等に伴う市の財政負担削減のイメージ】 

【将来像】 【H25 年度予算】 

経営支援補助金 

(400,000千円) 

優待負担金 

（敬老・障害） 

(399,200千円) 

 

生活交通運行負担金は若干増加 

 

経営支援補助金は大幅に減尐 

※ 財政負担の改善部分 

生活交通 

運行負担金 

(62,800千円) 

(合計 862,000千円) 
※平成２６年４月からの消費税率等の引上げに伴う運賃への転嫁を検討中 

 危機感共有 

利 用 促 進 

安 定 経 営 

移動手段確保 

【呉市域バス路線を支える協働イメージ】 

サービス・ 

利便性向上 

利用，提案, 

協力 

情
報
提
供
・ 

啓
発
活
動
・
意
見
交
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利用促進→経常利益増 

○積極的な公共交通の利用 

○地域でバスを支える意識

の高揚（マイバス意識） 

 
 

経費削減→経常費用減 

○安心・安全・効率的運行 

○サービス・利便性の向上 

○経営努力 

 

 

 

各種施策の推進 
→収支改善による 

財政負担の軽減 

○路線維持 

○利用促進策の展開 

○公共交通への支援 

 

提
案
・
参
加
協
力 

連
携
・
協
力
・
提
案 

行 政 

バス事業者 市 民 

 

 

 

 

 

○分かりやすいバスマップの作成，モビリティマネジメントの実施 

○出前トークによる地元との意見交換（ニーズの把握） 
○市政だより，市のホームページによる利用状況(収支及び乗車人数等) 

の定期的な公表等 

【参考】利用促進策 

 

 

資料２ 
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３ 維持基準及び対応方針 
 

 各路線の経常収支率を基に，次の区分ごとに公共交通として維持すべき基準（維持基準）を設定し，当該基準に満たない場合の対応方針を定めます。 

なお，各路線の経常収支率等については，議会及び市民に公表し，バス交通への理解度の向上を図り，利用促進につなげることにより，財政負担の軽

減による持続可能なバス交通の実現を目指します。 
 

 

区分 維持基準 基準を満たさない場合の対応方針 

一般乗合バス 

（広島電鉄） 

経常収支率 

５０％以上 

運行経路及び運行ダイヤ等について，抜本的な見直しや生活交通への移管又は退出を含めた検討も行います。 

なお，生活交通への移管は，原則，利便性等は維持することを前提に検討します。  

生活交通 
経常収支率 

１５％以上 

更なる収支率等の向上を図るため，改善（便数等の見直し）を行い，その後一定期間（暫定）運行しても改善

されない場合，退出を含めた抜本的な見直しを行います。なお，退出の際，地域が地域主導型交通（乗合タクシ

ー等）の導入に主体的に取り組むことを前提に，行政として移行に向けた支援を検討します。 

※ 経常収支率…経常収益÷経常費用×１００  

※ 維持基準以上の路線については，引き続き基準を下回らないように，住民及び事業者とともに連携し，利用促進を図ります。 

 

４ バス路線維持検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成２５年１２月 平成２６年１月 ２月 ３月 ４月～９月 １０月 

      

※ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

【構成員】 市民代表，経済界代表，学識経験者，呉市，広島電鉄， 

中国運輸局（オブザーバー）等 
 

 

【協議・決定事項】 
 

①代替交通事業者の選定手法の検討及び実施  

（呉市の要求水準，路線運営の安定性，安全性及び実現性等 

を重視し，選定（公募型プロポーザルの実施）） 

②代替交通として求められる運行条件，運行内容 

（運行計画（ダイヤ，経路，便数，運賃等），パスピーの 

導入，既存路線とのネットワーク等）  

 

「代替交通運行事業者選定委員会」の設立 

代替交通事業者選定フロー 

 

代替交通運行事業者（候補者）の選定 

 

 

運行計画（運行経路・運行ダイヤ等）最終調整 
【呉市・広島電鉄・代替交通運行事業者（候補者）】 

 
 

 

代替交通運行計画 （運行経路・運行ダイヤ等）最終合意 

 

 

呉市地域公共交通協議会開催 

 

 

 

運行準備への支援等 

 

 

 

 

運行準備,運転士教育及

び運輸局許認可申請等 

 

 

 

地元説明,利用者への 

周知･広報及び利用促進 

 
 

呉市 
代替交通運行事業者 

（候補者） 

 
 

広島電鉄 

 

運 行 開 始 

 

 
 

 

 呉市の要求水準 
 
 

① 呉市内に本店を有する者であること。 

② 過去１年間において,一般旅客自動車運送事業(乗合又は貸切)

の運行実績を有し,かつ，過去３年間において，当該事業に係

る重大事故を起こしていないこと。 

③ 国税及び地方税の滞納がないこと。 

④ 過去３年間において，地方自治法施行令第１６７条の４第２

項各号のいずれかに該当する行為（不正行為等）をした者で

ないこと。 

⑤ 会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない

こと。 

 

 

廃止  地域主導型 
（乗合タクシー） 

生活交通（乗合バス） 

維持継続 

 

退出 

呉市地域公共交通協議会 

呉市，国(中国運輸局),県，県バス協会,バス事業者

(広島電鉄等)，住民代表(自治会連合会,女性連合会

等），警察，学識経験者等で構成 

他事業者の参入打診 

YES 

NO 

地元説明 議会報告 

事業者決定等の報告 地元説明 議会報告 

【代替交通事業者選定（承認）・運行計画等協議】 

 維持基準以上の利用 
※収支率 15％以上 地元説明 

YES 

 改善継続 
※運行ダイヤの見直し等 

維持継続  維持基準以上の利用 
※収支率 15％以上 

地元説明

知 

YES 

NO 

NO 

NO YES 

地元及び議会 

退出報告 

退出及び生活交通移管 

呉市及び広島電鉄が，各路線の収支状況，利用実態等について随時協議 
【現状把握・路線分析→低評価路線（利用者数が尐ない等）の抽出】 

※収支率 50％以上の路線等については，原則，継続運行を要請 

広島電鉄から路線退出の申出 
※収支改善，採算性の向上困難等 

 

代替交通導入の検討（準備） 

運行の検証等 
 

★利用の促進 

★利用状況の公表 

★目標(利用者数等)の設定 

おおむね１年間検証 

運行の検証等 
 

★利用の促進 

★利用状況の公表 

★廃止候補路線の公表 

★目標(利用者数等)の設定 

おおむね１年間検証 

 路線維持必要性の検討 
・収支，利用状況（利用者数） 

・地域の人口，年齢構成 

・交通空白地域，代替交通等 

※ 総合的に判断 

代替交通事業者の公募 

選定委員会(2回開催) 

地域公共交通協議会 

代替交通事業者（候補者）の決定 

議会報告（特別委員会） 代替交通事業者説明会 

地域公共交通協議会 

選定委員会の設立 

 

生活交通の運行開始 
事業計画の決定 

地元説明，周知 

運行準備，運転士教育 

運輸局許認可申請 

運行準備への支援等 

代替交通事業者選定スケジュール 

 

 
 

代替交通運行事業者（候補者）の承認（決定） 

 

 

呉市地域公共交通協議会開催 

 

 住民の主体的関与 
※維持に向けた機運 

地元説明

知 

 
 

◎地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保 

その他の旅客の利便の増進を図るために必要な事項を協議するため， 

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」及び「道路運送法施行 

規則」の規定に基づき設置された法定協議会 

呉市地域公共交通協議会 
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呉市域バス（広島電鉄）路線再編計画（案） 
【平成 26年度実施予定：中央地区循環線】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広 電 案
プール前

市役所前

大和ミュージアム
・ゆめタウン

中央桟橋
国立病院

所要時分

便数

備考 通勤通学便

（仮称）長の木長迫線

【左・右回り】

１周約30分

各35～40便

所要時分

便数

備考 通院買物便

（仮称）三条二河宝町線

【左・右回り】

１周約30～40分

各15～20便

清水1丁目

四道路

和庄小学校下

和庄1丁目

すこやかセンター
※左回り新設

呉医師会
病院

呉駅前

呉郵便局前

吾妻1丁目

長迫町

郷町

体育館前

本通３丁目

中通3丁目

中通2丁目

呉共済病院
三条3丁目

済生会
呉病院

現　　行

プール前

呉医師会
病院

三条3丁目

呉駅前

呉共済病院 市役所前

すこやかセンター
長迫町

和庄1丁目

清水1丁目

中通3丁目

済生会
呉病院

大和ミュージアム
・ゆめタウン

中央桟橋

国立病院

所要時分

便数

ダイヤ

所要時分

便数

ダイヤ

52便
※土曜51便
※日祝39便

35便
※土曜32便
※日祝31便

5:38～22:11
※日祝5:38～21:48

6:23～21:38
※日祝7:11～21:15

長の木呉駅循環線

１周約25分

【左回り】
呉駅→本通→呉駅

【右回り】
呉駅→体育館→呉駅

7:00～21:17 5:56～19:56

25便 25便
※日祝1便減

三条二河長迫循環線

【左回り】 【右回り】

１周約40分

所要時分

便数

運行時間

所要時分

便数

運行時間

7:35～19:52

1周約35分

市役所宝町循環線

21便
※日祝1便減

【右回り】
呉駅前→市役所→四道路→国立病院

→中央桟橋→済生会→呉駅前

7:27～19:08

宝町中央循環線

1周約25分

24便
※日祝1便減

【左回り】
呉駅前→共済→済生会

→中央桟橋→中通３丁目→呉駅前

中通2丁目

呉郵便局前

吾妻1丁目

郷町

体育館前

四道路

和庄小学校下

本通３丁目

【別紙１】 
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呉市域バス（広島電鉄）路線再編計画（案）【平成２６年度実施予定】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙２】 


